
１ 　この明細書の用途等

２ 　各欄の記載のしかたと 記入例

〈 記載例〉（ 個別法による場合）

２ 　利子収入の内訳　 　 　 預金利息　８３２，０００円　 　 　 う ち課された利子割額４１，６００円
　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 社債利息１，２００，０００円　 　 　 う ち課された利子割額６０，０００円
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（ ２） 　 こ の明細書は、 まず、 下段の「 公社債の利子又は投資信託の収益の分配に係る控除・ 充当・ 還付を受ける利子割額の計算」 （ 「 ④」 以
　 　 　下） を記載し、 次に上段の各欄（ 「 １ 」 から 「 ５ 」 まで） を記載してく ださい。
（ ３） 　 平成１６年１ 月１ 日以後に支払を受けた特定投資法人の投資口の配当等については利子割の課税対象から除外されます。

　 課税標準の算定期間（ 以下「 算定期間」と いいます。）中に支払を受けた金額（ 所得
税・利子割込みの金額をいい、 算定期間末日までにその利払期の到来しているものに
限り ます。）を記載し、「 ①について課された利子割額②」には、 その支払を受ける金額
について課された利子割額を記載してく ださい。
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（ １） 　 こ の明細書は、 法人が支払を受ける利子等について課された利子割額がある場合において、 その利子割額を法第５３条第２６項の規定によ

利子割額の控除・充当・ 還付に関する明細書（ 第９ 号の２ 様式） 記載の手引

　 　 　り 法人税割額から控除しよう と すると き、 同条第３９項の規定により 充当しよう と すると き又は同条第４０項の規定により 還付を受けよう と
　 　 　すると きに記載し、 第６ 号様式の申告書又は第１０号の３ 様式の更正請求書に添付してく ださい。
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１ 　事業年度…平成２６年４ 月１ 日～平成２７年３ 月３１日

　①　社債の計算期間…平成２５年４ 月１ 日～平成２６年３ 月３１日
　②　社債の取得時期…平成２５年６ 月１５日（ 元本の所有期間１０月）

管　 理　 番　 号

１５０９０－２１８


